
会議案第１号 

 

　　　北海道議会委員会条例の一部を改正する条例案 

 

 　　　北海道議会委員会条例の一部を改正する条例

　北海道議会委員会条例（昭和31年北海道条例第61号）の一部を次のように改正

 する。

　第２条第１号中「私立学校」の次に「及び総合教育会議」を加え、同条第２号

 中「に関する事項（総合教育会議に関する事項を除く。）」を削る。

 　　　附　則

 　この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 説　　明

　　常任委員会の所管について所要の改正を行うため、この条例を制定しようと

 　するものである。


